
４月２１日、２２日の２日間に渡って、出張所管内のフットパスや河川 
公園等に危険な箇所や損傷部分などがないかを点検しました。 
これは大勢の人手が予想されるゴールデンウィークに安心して施設
を利用して頂けるように、市や町と合同で毎年行っているものです。 
 

〒９９１－００４３ 寒河江市大字島字島東２３９ 
ＴＥＬ ０２３７（８６）３０６９  ＦＡＸ ０２３７（８６）６２０６ 
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/sagae/index.html 

・通路の段差(村山市)→修繕 
・法面崩れ(村山市)→立入禁止措置 
・倒木(大江町)→撤去 
・土砂の堆積(大江町)→撤去 
・フェンス破損(朝日町)→立入禁止措置 

連休前までに 
対応を行いました。 
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